
（平成２３年５月２５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 10 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 9 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 18 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 12 件

年金記録確認静岡地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

静岡国民年金 事案 1396 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47年７月及び同年８月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年７月及び同年８月 

私は、申立期間当時、主人と一緒に保険料を納付していたはずであるの

に、主人の保険料が納付されていて自分が未納とされていることに納得が

いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、会社を退職した後の昭和 47年５月頃に町役場で国民年金の加入

手続を行ったと思うと述べているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、

国民年金手帳記号番号払出簿から同年同月４日に払い出されたことが確認で

き、申立人の主張のとおり、退職後速やかに国民年金の加入手続を行ったこ

とがうかがえる。 

また、申立人は、申立期間の保険料について、その夫の保険料と一緒に納

付したと思うと述べているところ、申立人の夫の申立期間の保険料は納付済

みである。 

さらに、申立人の国民年金加入期間において、保険料が未納とされている

のは申立期間のみで、かつ２か月と短期間であり、申立期間直前の昭和 47年

４月から同年６月までの保険料の納付にも遅れは見られないことから、申立

期間の保険料も同様に納付されていたと考えても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 
 



  

静岡厚生年金 事案 1696 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬

月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立

期間①のうち、平成５年３月から同年９月までの期間に係る標準報酬月額を

30 万円、同年 10 月から６年９月までの期間に係る記録を 32 万円とすること

が必要である。 

申立期間②について、申立人は、その主張する標準報酬月額（32 万円）に

基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められるこ

とから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を 32 万円に訂正することが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料（訂正前の標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していない

と認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成５年３月１日から６年 10月１日まで 

             ② 平成６年 10月１日から８年９月１日まで 

厚生年金加入記録のお知らせを確認したところ、Ａ事業所に係る申立期間

①及び申立期間②の標準報酬月額について、実際に得ていた給与よりも低額

になっているので給与の額に見合った標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、申立人の申立期間①における厚生年金保険の標準

報酬月額は、当初、平成５年３月から同年９月までは 30 万円、同年 10 月から

６年９月までは 32 万円と記録されていたところ、５年 11 月４日付けで、同年

３月１日に遡って８万円に引き下げられていることが確認できる。 

しかし、Ａ事業所における申立期間当時の事業主は、「社会保険事務を担当

していた専務から、会社の経営が不振のため、社会保険の加入を止めようとし

たが、社会保険事務所の職員から、最低の標準報酬月額でいいから、従業員の



  

社会保険の加入は継続してはどうかとの勧めがあり、それに従ったという話を

聞いたことがある。」と回答している。 

さらに、オンライン記録において、平成５年３月１日の時点で、Ａ事業所で

厚生年金保険に加入していることが確認できる従業員 35 人の標準報酬月額を

調査したところ、35 人全員が、申立人と同様に、同年 11 月４日付けで、同年

３月１日に遡って標準報酬月額が８万円に引き下げられていることが確認でき

る。 

これらを総合的に判断すると、平成５年 11 月４日付けで行われた遡及訂正

処理は、事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行った当該遡及訂

正処理に合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められない。こ

のため、当該遡及訂正処理の結果として記録されている申立人の同年３月から

６年９月までの期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届

け出たとおり、５年３月から同年９月までは 30 万円、同年 10 月から６年９月

までは 32万円に訂正することが必要である。 

なお、当該遡及訂正処理を行った日以降の最初の定時決定（平成６年 10 月

１日）で８万 6,000 円と記録されているところ、当該処理については遡及訂正

処理との直接的な関係をうかがわせる事情が見当たらず、社会保険事務所の処

理が不合理であったとは言えない。    

申立期間②について、給与明細書等、申立期間に係る申立事業所からの給与

支給額、厚生年金保険料控除額等、申立人の標準報酬月額を確認できる資料は

無いが、申立期間当時の経理事務担当者は、「申立人の給与は極端に下がった

覚えは無い。社会保険事務所には標準報酬月額の下限額で届け出ていたが、従

業員に対しては給与の総支給額に合わせた標準報酬月額に基づく保険料を控除

していた。」と述べている。 

また、Ａ事業所は、申立人に係る標準報酬月額を当初は、平成５年 10 月１

日の定時決定において、32 万円で届け出ており、減額処理後、８年９月１日

に 32 万円にて随時改定し、標準報酬月額を５年 10 月の水準まで戻しているこ

とが確認できる。また、同僚のオンライン記録においても、給与明細書の保管

がある期間の標準報酬月額が、下限額である９万 2,000 円となっているにもか

かわらず、総支給額に基づく厚生年金保険料を控除していることを合わせて考

えれば、申立期間②当時に少なくとも毎月 32 万円の給与が支給され、同額に

基づく厚生年金保険料が控除されていたことがうかがわれる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間②について、申立人は、その主張する標準報酬月額（32 万円）に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることか

ら、当該期間の標準報酬月額に係る記録を 32 万円に訂正することが必要であ

る。 

なお、申立人に係る申立期間②の保険料の事業主による納付義務の履行につ



  

いては、同僚の給与明細書において確認できる報酬月額とオンライン記録上の

標準報酬月額が長期にわたり一致していないことから、事業主は、実際の報酬

月額を届けていないものと認められ、その結果、社会保険事務所は、上記訂正

後の標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、申立期間②に係る保険料（上記訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 
 



  

静岡厚生年金 事案 1697 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ事業所における資格喪失日は、昭和 60 年８月 31 日であると認め

られることから、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂

正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、22 万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年４月 30日から同年８月 31日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立期間につい

て、厚生年金保険の被保険者記録が確認できないとの回答を得た。 

Ａ事業所には、当該事業所が倒産した時まで継続して勤務していたので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所の元役員及び同僚の証言から、申立人が申立期間において当該事業

所に継続して勤務していたことが認められるが、オンライン記録において、申

立人は、昭和 60年４月 30日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失している。 

また、オンライン記録によると、Ａ事業所は昭和 60 年８月 31 日に厚生年金

保険の適用事業所でなくなっていることが確認できる。しかしながら、申立人

の健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、同年４月 30 日に遡った資格

喪失及び同年 10 月１日の定時決定に係る申立人の標準報酬月額が一旦記録さ

れた後に、二重線で取り消されている上、健康保険被保険者証の返納は無く、

滅失処理がされていることが確認できる。さらに、上記資格喪失に係る処理の

進達日が同年９月 20 日であることが確認できることから、Ａ事業所が厚生年

金保険の適用事業所でなくなった旨の処理及び当該喪失処理は同日近辺から遡

及して行われたことが認められる。 

加えて、複数の同僚が、申立人と同様に遡った資格喪失の処理及び定時決定

の取消しの処理が行われていることが確認できる。 



  

これらを総合的に判断すると、申立人について、昭和 60 年４月 30 日に資格

を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該喪失処理に係る記録は有

効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は、同年８月 31 日

であると認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、Ａ事業所における

申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票の昭和 60 年３月の記録から、22

万円とすることが妥当である。 



  

静岡厚生年金 事案 1698 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 23年２月１日から同年 11月４日まで 

             ② 昭和 28年５月５日から同年８月１日まで 

年金事務所で厚生年金保険の加入記録を確認したところ、申立期間につい

ては脱退手当金が支給済みであるとの回答であった。しかし、脱退手当金を

受給した記憶は無いので、申立期間を年金額に反映される厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間

をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間①と②の間にある３回の

被保険者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっている

が、未請求となっている被保険者期間は申立期間と同一事業所及び関連事業所

であり、申立人が当該期間を失念するとは考え難い。 

また、未請求となっている被保険者期間と申立期間の被保険者期間は同一の

被保険者記号番号により管理されているにもかかわらず、支給されていない期

間が存在することは事務処理上不自然である。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



  

静岡厚生年金 事案 1699 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年３月 21日から 39年４月 21日まで 

年金事務所で厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立期間につい

ては脱退手当金が支給済みであるとの回答であったが、脱退手当金を受給し

た記憶が無いので、申立期間を年金額に反映される厚生年金保険被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間

をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間より後の被保険者期間に

ついてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっているが、支給日直近

の被保険者期間を失念するとは考え難い上、未請求となっている被保険者期間

と申立期間の被保険者期間は同一の被保険者記号番号により管理されているに

もかかわらず、支給されていない期間が存在することは事務処理上不自然であ

る。 

また、申立人は、脱退手当金が支給決定されたこととなっている日から間も

なくして別の事業所に再就職していることを踏まえると、その直前に脱退手当

金を請求するというのは不自然である。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 



  

静岡厚生年金 事案 1700 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ事業所Ｂ支社における資格喪失日に

係る記録を昭和 32 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 6,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 32年２月６日から同年７月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立期間につい

て厚生年金保険に加入していた事実は無い旨の回答を得たが、申立期間は転

勤した際にできた空白期間であり、私の夫はＡ事業所（現在は、Ｃ事業所）

に入社してから退職するまでの間、申立期間も継続して勤務していたことは

確かであるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録（年金記録）の

訂正を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ事業所から提出された社員台帳、雇用保険の加入記録及び複数の元同僚の

証言から判断すると、申立人はＡ事業所に継続して勤務し（Ａ事業所Ｂ支社か

ら同事業所Ｄ支社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、これを確認できる関連資料等は無いものの、申立

人を記憶する元同僚は、「自分はＡ事業所の本社からＤ支社へ異動してきたが、

申立人はＢ支社から異動してきたと記憶している。申立人と自分がＤ支社へ異

動してきた日は同じ日だった。申立人はそれまでＢ支社で継続して勤務してい

たはずだ。」と証言しており、オンライン記録から、当該同僚のＡ事業所Ｄ支



  

社における厚生年金保険の資格取得日は、昭和 32 年７月１日となっているこ

とが確認できることから、同年同月同日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ事業所Ｂ支社に

おける昭和 32 年１月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、１万

6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、このほかに確認できる関連資料、周辺事情は無いことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 

 



  

静岡厚生年金 事案 1701 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ事業所に係る被保険者記録は、資格取得日が平成 14 年９月１日、

資格喪失日が 19 年４月１日とされ、当該期間のうち、同年３月 31 日から同年

４月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計

算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同事業所における資格喪失

日を同年４月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 20 万円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年３月 31日から同年４月１日まで 

Ａ事業所における厚生年金保険の被保険者資格喪失日を訂正する届出が２

年以上経過後に同事業所から提出されたが、時効により保険料を徴収できな

いことから、当該記録訂正は行われたものの、年金額の計算の基礎となる被

保険者期間となっていないことが分かった。 

申立期間を、年金額の計算の基礎となる被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所の回答及び同事業所が提出した給与明細により、申立人は、平成

19 年３月 31 日まで、当該事業所に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 
また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び

申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、



  

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定し、記録訂正の要否を判断

することとなる。 
したがって、申立人の標準報酬月額については、Ａ事業所が提出した給与明

細において確認できる厚生年金保険料控除額から、20 万円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について、

事業主は、申立人の資格喪失に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して誤

って提出し、申立期間に係る厚生年金保険料についても、納付していないこと

を認めていることから、これを履行していないと認められる。 



  

静岡厚生年金 事案 1702 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ事業所に係る被保険者記録は、資格取得日が平成 14 年４月１日、

資格喪失日が 19 年４月１日とされ、当該期間のうち、同年３月 31 日から同年

４月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計

算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同事業所における資格喪失

日を同年４月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 22 万円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 54年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年３月 31日から同年４月１日まで 

Ａ事業所における厚生年金保険の被保険者資格喪失日を訂正する届出が２

年以上経過後に同事業所から提出されたが、時効により保険料を徴収できな

いことから、当該記録訂正は行われたものの、年金額の計算の基礎となる被

保険者期間となっていないことが分かった。 

申立期間を、年金額の計算の基礎となる被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所の回答及び同事業所が提出した給与明細により、申立人は、平成

19 年３月 31 日まで、当該事業所に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 
また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ事業所が提出した給与明細に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額から、22 万円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について、



  

事業主は、申立人の資格喪失に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して誤

って提出し、申立期間に係る厚生年金保険料についても、納付していないこと

を認めていることから、これを履行していないと認められる。 



  

静岡厚生年金 事案 1703 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ事業所に係る被保険者記録は、資格取得日が平成 17 年８月１日、

資格喪失日が 19 年４月１日とされ、当該期間のうち、同年３月 31 日から同年

４月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計

算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同事業所における資格喪失

日を同年４月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 12 万 6,000 円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年３月 31日から同年４月１日まで 

Ａ事業所における厚生年金保険の被保険者資格喪失日を訂正する届出が２

年以上経過後に同事業所から提出されたが、時効により保険料を徴収できな

いことから、当該記録訂正は行われたものの、年金額の計算の基礎となる被

保険者期間となっていないことが分かった。 

申立期間を、年金額の計算の基礎となる被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所の回答及び同事業所が提出した給与明細により、申立人は、平成

19 年３月 31 日まで、当該事業所に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 
また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び

申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、



  

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定し、記録訂正の要否を判断

することとなる。 
したがって、申立期間の標準報酬月額については、Ａ事業所が提出した給与

明細において確認できる報酬月額から、12 万 6,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について、

事業主は、申立人の資格喪失に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して誤

って提出し、申立期間に係る厚生年金保険料についても、納付していないこと

を認めていることから、これを履行していないと認められる。 



  

静岡厚生年金 事案 1704 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ事業所に係る被保険者記録は、資格取得日が平成 14 年４月１日、

資格喪失日が 19 年４月１日とされ、当該期間のうち、同年３月 31 日から同年

４月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計

算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同事業所における資格喪失

日を同年４月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 22 万円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年３月 31日から同年４月１日まで 

Ａ事業所における厚生年金保険の被保険者資格喪失日を訂正する届出が２

年以上経過後に同事業所から提出されたが、時効により保険料を徴収できな

いことから、当該記録訂正は行われたものの、年金額の計算の基礎となる被

保険者期間となっていないことが分かった。 

申立期間を、年金額の計算の基礎となる被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所の回答及び同事業所が提出した給与明細により、申立人は、平成

19 年３月 31 日まで、当該事業所に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 
また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び

申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、



  

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定し、記録訂正の要否を判断

することとなる。 
したがって、申立人の標準報酬月額については、Ａ事業所が提出した給与明

細において確認できる厚生年金保険料控除額から、22 万円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について、

事業主は、申立人の資格喪失に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して誤

って提出し、申立期間に係る厚生年金保険料についても、納付していないこと

を認めていることから、これを履行していないと認められる。 

 



  

静岡国民年金 事案 1397 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 12 年８月から 13 年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年８月から 13年５月まで 

私は、国民年金の保険料納付の免除を申請した覚えは無く、申立期間当

時は国民健康保険の保険証を使用していたので、国民年金と国民健康保険

の保険料を一緒に納付していたはずであり、申立期間の保険料が免除とさ

れていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、国民年金及び国民健康保険に加入し、これらに

係る保険料を毎月併せて納付していたと思うと述べているところ、国民年金

保険料の納付書、納付場所等、実際の保険料納付時の状況に係る記憶は明確

ではなく、申立期間について納付したとする保険料額（月１万円ぐらい）も、

オンライン記録上、納付済みとされている期間の保険料額と合致しているな

ど、申立人の主張からは、特に申立期間について保険料を納付したものと推

認できるまでの事情は見当たらない。 

また、ⅰ）申立人が平成 12 年８月まで就業していた勤務先の源泉徴収簿

に記載された同年１月から７月までの社会保険料控除額の合計額及び平成 13

年度市民税課税の計算の基礎となった平成 12 年分の所得控除のうちの社会

保険料控除額との比較、ⅱ）申立人の夫の勤務先が保管する平成 13 年の年

末調整資料の確認からも申立期間の保険料の納付をうかがわせる事情は見当

たらない。 

さらに、申立人は、申立期間の保険料について免除の申請を行った記憶は

無いとしているものの、申立人が申立期間当時居住した市の電算記録でも申

立期間に係る保険料は免除されており、オンライン記録との齟齬
そ ご

は無い。 



  

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、日記等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

静岡国民年金 事案 1398 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年６月から２年３月までの期間及び５年５月から同年７月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生  

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年６月から２年３月まで 

② 平成５年５月から同年７月まで 

私が学生だった申立期間①及び離職中だった申立期間②のいずれも、母

が加入手続と保険料納付を行ってくれた。母は、市役所で加入手続を行い、

農協で納付書を用いて保険料を納付したと話していることから、申立期間

①及び②が未加入期間となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①及び②のいずれも、申立人の母が国民年金の加入手

続を行い、納付書で国民年金保険料を納付していたと述べているところ、申

立人が所持する年金手帳には、申立期間当時、国民年金に加入していれば払

い出されているはずの国民年金手帳記号番号の記載が無く、初めて被保険者

となった日も平成 22 年２月 1 日とされている上、オンライン記録でも、申

立人に対して同記号番号が払い出された形跡が見当たらないことから、申立

人が申立期間当時、国民年金に加入していたことがうかがえない。 

また、申立人及びその母共に、申立期間当時、現在所持する年金手帳以外

に手帳を所持していたか明確な記憶が無い上、申立人の保険料を納付してい

たとするその母は、申立人の保険料と一緒にその祖父母の保険料も納付して

いたとしているが、申立期間当時、その祖父母は、国民年金の被保険者では

なかったことも確認できるなど、申立人及びその母の申立期間に係る記憶は

曖昧であり、申立期間の保険料の納付を推認することは困難である。 

さらに、申立人が居住する市の電算記録でも、申立人が申立期間当時に被

保険者資格を有していたことはうかがえず、申立期間が未加入とされている



  

オンライン記録との齟齬
そ ご

も無い。 

加えて、申立期間①及び②の保険料を納付していたことを示す関連資料

（年末調整に係る資料、家計簿、日記等）は無く、ほかに申立期間①及び②

の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

静岡国民年金 事案 1399（事案 762の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年９月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年９月から 51年３月まで 

会社退職後に社会保険事務所（当時）や市役所に出向いて種々手続した

際に厚生年金保険から国民年金への切替手続を行ったと思う。 

当時は退職金があり、アルバイト等もしていたので、国民年金保険料が

納付できないような経済状況ではなく、両親は将来の保障に強い関心があ

り、私たちもそのように教育されていたので、申立期間の保険料を納付し

ていなかったとは考えられない。また、申立期間に保険料の催告状などを

送付された記憶も無いことからも、申立期間の保険料を納付していたと思

うので、申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）国民年金の加入手続及び保険料納

付に係る記憶が曖昧であること、ⅱ）申立人が主張するように会社退職後に

適切に国民年金に加入していれば、資格取得日は厚生年金保険資格喪失日で

ある昭和 46 年９月となるべきところ、申立人の所持する国民年金手帳及び

申立人が申立期間当時居住していた市の国民年金被保険者名簿では、申立人

の国民年金被保険者資格の取得日は満 20 歳に到達した日とされており、厚

生年金保険から国民年金への切替手続を適切に行ったことがうかがえないこ

と、ⅲ）申立人の国民年金手帳記号番号は 51 年 10 月に払い出され、申立人

に対し別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことはうかがえないため、

この頃、申立人は国民年金の加入手続を行ったと推測されることなどから、

既に当委員会の決定に基づく平成 21 年２月 20 日付け年金記録の訂正は必要

でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、申立期間の保険料納付を示す証拠として国民年金等の各



  

種の支払状況を記載したメモを提出したが、同資料は、保険料を含め、申立

期間後の支出に係る記録であり、申立期間の保険料を申立期間当時納付して

いたことを示すものではないほか、記載されている保険料額から、申立期間

について遡って保険料を納付したこともうかがえず、同資料をもって申立期

間の保険料を納付したものと推認することはできないほか、再度、申立内容

に係る確認も行ったが、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当

たらないことから、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたも

のと認めることはできない。 



  

静岡国民年金 事案 1400 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年４月から 49 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年４月から 49年 12月まで 

公務員の妻は国民年金に加入しなくてもよかったため、当初、国民年金

に加入しておらず、保険料を納付していなかったが、町役場から連絡があ

ったのをきっかけに国民年金に加入し、以降、保険料は毎年まとめて納め

ており、申立期間が未加入期間とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その夫が公務員であったため、当初は国民年金に加入していな

かったが、役場から加入の案内を受けたのを契機として国民年金の加入手続

を行い、以後、毎年、国民年金保険料を前納していたと述べているが、その

案内を受けた時期について明確な記憶は無く、保険料の納付額についても記

憶が無いとしていることから、申立人が確かに申立期間について国民年金に

加入し、保険料を納付したとは推認し難い上、申立人は、オンライン記録上、

国民年金に加入したとされる昭和 50 年１月以降、昭和 58 年度までおおむね

毎年度保険料を前納していることから、この時期の保険料納付を申立期間の

保険料納付として混同している可能性も否定できない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人が昭和 50 年１月に国民

年金に任意加入したことに伴い払い出されており、申立人に対して別の同記

号番号が払い出されたこともうかがえないことから、申立人はこの頃初めて

国民年金の加入手続を行ったものと推認できる上、申立期間は申立人の夫が

共済組合の組合員であったため、申立人の国民年金への加入は任意であり、

任意加入の対象となる申立期間は制度上、遡って被保険者資格を取得するこ

とはできず、保険料を納付することもできない。 

さらに、特殊台帳（マイクロフィルム）でも申立期間は未加入期間とされ



  

ており、オンライン記録との齟齬
そ ご

は無い上、申立人が申立期間の保険料を納

付していたことを示す関連資料（家計簿、日記等）は無く、ほかに申立期間

の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

静岡国民年金 事案 1401 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成４年５月から５年３月までの国民年金保険料については、現

年度内に納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年５月から５年３月まで 

私は、母親が、20 歳到達時に市役所で国民年金の加入手続を行い、自身

の保険料と一緒に私の保険料も口座振替で納付していたはずであるのに、

記録では私の申立期間の保険料だけが平成５年９月に遅れて納付されたこ

ととなっているため、障害年金が不支給となったことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が居住する町の被保険者名簿では、申立期間の保険料は、平成５年

９月３日に過年度納付されたこととされており、オンライン記録との齟齬
そ ご

は

無い上、オンライン記録では、同年６月７日に過年度納付書を作成した旨の

記録もあり、記録に不自然な点も見当たらない。 

また、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、その母親が母親の

保険料と一緒に口座振替で納付していたはずであると述べているところ、そ

の母親も、同様に口座振替で適切に納付していたと述べているが、その一方

で、時期は定かではないが、通帳を記帳した際に二人分の保険料を口座振替

で納付していたにもかかわらず、一人分の保険料しか引き落としされていな

かったため、銀行員に調査を依頼した経験がある（回答は得られなかった）

としていることから、申立期間の保険料は口座振替では納付されなかった可

能性がある上、その後、町役場から送付された納付書で申立期間の保険料を

納付した記憶も無いとしていることから、申立期間の保険料は現年度内に納

付されなかった可能性を否定できない。 

さらに、申立人の母親が、申立期間の保険料を現年度内に納付していたこ

とを示す関連資料（通帳、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料が現

年度内に納付されたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を現年度内に納付していたもの

と認めることはできない。 



  

静岡国民年金 事案 1402 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53 年１月から 54 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年１月から 54年３月まで  

私は、区役所で国民年金の加入手続を行い、保険料を納付していた。離

婚後に他市へ転出した際に市役所で半年分の保険料を納付し、その後、残

り半年分の保険料も市役所で納付したはずであるので、申立期間が未納と

されていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 53 年５月に転入先の市役所窓口で住民票の異動を行った

際に、半年分の国民年金保険料を納付したことを明確に覚えており、残余の

期間に係る保険料の納付についても、余り覚えていることは無いが納付した

と述べているところ、ⅰ）申立人は同年同月に住民票を異動する前から同市

で居住していたとしていること、ⅱ）申立人が同市転入前に居住していた区

では３か月ごとに保険料を収納しており、納付書も３か月ごと、年４回に分

けて発送していたと考えられることから、住民票所在地と別の市に居住して

いた申立人は、同年１月から同年３月までの納付書を受け取ることができず、

保険料を納付することもできなかった可能性がある。 

また、申立人は上記のように、市役所窓口で保険料を納付したと述べてい

るが、同市では、窓口での現金による保険料の領収は行っておらず、納付書

を発行し、市の指定金融機関で納付させていたとしており、申立人の主張は

当時の状況と一致しない上、前述のとおり、申立人の転入時以外の保険料納

付についての記憶は明確ではないことから、申立期間の保険料が納付された

ことを推認することは困難である。 

さらに、申立人が申立期間当時居住した市の被保険者名簿でも、申立期間

の保険料が納付されたことはうかがえず、特殊台帳（マイクロフィルム）及



  

びオンライン記録との齟齬
そ ご

も無い。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、日記等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 

 



  

静岡厚生年金 事案 1705（事案 1037の再申立て）                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 20年６月 30日から 23年頃まで 

申立期間について、Ａ事業所の厚生年金保険の被保険者であったことを認め

てほしいとして申立てを行い、記録訂正を認めることはできないとの通知を受

けたが、新たな資料として、申立期間当時に勤務していたことを記憶する複数

の同僚が証言をしてくれることになったので、申立期間を厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人は、「Ｂ事業所は健康上の理由

により出勤しなくなり、その後、知人の紹介でＡ事業所に勤務した。」と述べて

いるものの、申立人を記憶するＡ事業所での同僚及び申立期間に当該事業所で厚

生年金保険の被保険者資格を有する者の中に申立人が勤務した時期を記憶する者

は確認ができず、申立人に当該事業所を紹介した知人も、連絡先が確認できない

ことから、申立人の当該事業所での勤務期間を特定することができなかったこと、

ⅱ）Ｃ事業所（Ａ事業所の後継事業所）に申立期間当時の厚生年金保険の適用、

保険料控除の状況について照会したが、当該事業所は、「資料は一切保管してい

ないため不明である。」と回答していることから、既に平成 22 年５月 28 日付け

で、当委員会の決定に基づく年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われて

いる。 

申立人は、新たな資料として複数の同僚の証言を得られたとしていることから、

当該複数の同僚に照会したところ、申立人が勤務した期間は特定できないものの、

Ａ事業所に勤務していたことはうかがえる。 

しかし、上述の複数の同僚は、「申立人はＡ事業所に勤務していたが、勤務し

た期間、退職した時期は覚えていない。勤務していたのが、申立期間であったか



  

分からない。」と証言している。 

これらは、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、その

他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

静岡厚生年金 事案 1706 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年 12月 30日から 35年９月 30日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申立期間に

おいて、加入記録は確認できないとの回答を得た。 

長男が生まれる予定日の約１か月前の昭和 35 年９月下旬ごろまでＡ事業所

に勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 35 年９月下旬までＡ事業所に勤務していたと述べているが、

申立期間当時の同僚に照会したものの、申立期間における申立人のＡ事業所での

勤務について確認できる証言を得ることはできなかった。 

また、事業主の遺族が提出した申立人に係る失業保険被保険者資格喪失確認通

知書によると、申立人は、昭和 34 年 12 月 31 日に失業保険の被保険者資格を喪

失していることが確認できる。 

なお、厚生年金保険法第 14 条の規定によれば、適用事業所に使用される厚生

年金保険の被保険者は、その事業所に使用されなくなった日の翌日に被保険者の

資格を喪失するとされているところ、申立人のＡ事業所における厚生年金保険の

被保険者資格喪失日（昭和 34 年 12 月 30 日）は、失業保険の被保険者資格の喪

失日（昭和 34 年 12 月 31 日）の前日となっているが、このことについて上述の

事業主の遺族は、「失業保険被保険者資格喪失確認通知書において、申立人を含

む複数の元従業員について、厚生年金保険の被保険者資格喪失日が雇用保険の被

保険者資格喪失日の前日になっており、何らかの意図をもって当該処理が行われ

た可能性も考えられるが、申立期間当時の社会保険の事務は亡くなった夫が行っ

ていたため分からない。」と回答している。 



  

さらに、上述の事業主の遺族は、「申立人の厚生年金保険の被保険者資格喪失

日が昭和 34 年 12 月 30 日となっている以上、申立期間に係る昭和 34 年 12 月か

ら 35 年８月までの厚生年金保険料を控除していたとは考えられない。」と回答

している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



  

静岡厚生年金 事案 1707 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 10月１日から 45年９月１日まで 

年金加入記録回答票によると、Ａ事業所における厚生年金保険の標準報酬月

額の記録は、申立期間において前の期間より下がっているが、給与が下がった

記憶はないので、申立期間における標準報酬月額を、実際に得ていた給与額に

見合う標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、申立人

は、給与明細書等の関連資料を所持していないことから、当該期間に係る厚生年

金保険料控除額及び報酬の総額を確認することができない。 

また、Ｂ企業年金基金から提出された申立人の申立期間に係るＣ厚生年金基金

の加入記録によると、申立人の標準報酬月額の記録は国（厚生労働省）の記録と

一致していることが確認できる上、当該企業年金基金の担当者は、「Ｃ厚生年金

基金代行返上の際、厚生年金保険の記録と基金の記録について、期間及び標準報

酬月額の突合作業を行い、双方の記録が完全に一致することを確認している。」

と回答している。 

さらに、Ａ事業所に係る給与体系の変更について、Ｄ従業員組合は、「昭和 44

年６月以降、賞与の支給回数が、従来の年４回から年２回に変更になっているこ

とが確認でき、標準報酬月額算定の基になる報酬額が変更になった可能性が考え

られる。」と回答していることから、当該事業所において、昭和 44 年 10 月以降、

標準報酬月額の算定に係る賞与の取扱いが変更され、報酬に該当しないものとし

て取り扱われるようになったことがうかがわれる。 

加えて、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票では、申立人の標



  

準報酬月額が遡及して引き下げられているなどの不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間にその主張する標準報酬月額に相当する厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる関連資料、周辺

事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人は、申立期間においてその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

静岡厚生年金 事案 1708 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年６月１日から平成２年６月１日まで 

厚生年金加入記録のお知らせで確認できる厚生年金保険の標準報酬月額の記

録は、申立期間当時、支給されていた給与と比較して低くなっている。 

給与明細書等は無いが、申立事業所の代表取締役である自分は、会社設立以

来、給与は下がったことがなく、申立期間当時の給与額は 50 万円と記憶して

いるので、標準報酬月額を正しい額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の給与額は 50 万円であり、会社設立以来、給与は下がっ

たことがないと主張しているものの、申立人が主張する標準報酬月額に見合う厚

生年金保険料控除額を確認できる資料は無い。 

また、オンライン記録により、申立人に係る申立期間の標準報酬月額は、昭和

62 年 12 月５日に、遡って同年８月の随時改定を取消し、同年６月の随時改定の

処理を行った記録が確認できるものの、申立人は、決算は２月だったとしている

ため、当該遡及訂正処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、Ａ事業所と顧問契約のあった会計事務所の担当者は、「Ａ事業所に係

る財務資料は保管していないが、帳簿の月次処理において、給与から源泉控除さ

れた社会保険料に係る預り金は適切に処理されていたと記憶している。」と回答

している。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

期間について申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 1709 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年６月 30日から 42年９月 30日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録について照会したところ、

申立期間について厚生年金保険に加入していた事実は無い旨の回答を得たが、

私はＡ事業所（現在は、Ｂ事業所）のＣ営業所及びＤ営業所でＥ職として勤務

していたことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した表彰状、写真及びＢ事業所の回答から、申立人がＡ事業所に

勤務していたことは認められる。 

しかし、Ｂ事業所は、「各地方にあった営業所の厚生年金保険の加入手続は、

本社で一括して行っていた。厚生年金保険に加入していた者だけの当時の手書き

のリストがあるが、その中には申立人の氏名は見当たらなかった。当時の各地方

のＥ職は入社してから７か月ぐらいの研修期間があり、当社では、通常、研修期

間が過ぎてから厚生年金保険に加入させていたようだが、人によって加入する時

期が異なっており、中には退職するまで加入しなかった者もいたようである。｣

と回答している。 

また、申立期間当時にＡ事業所の地方のＥ職だったとする複数の元従業員は、

「自分の年金記録では、入社してから厚生年金保険に加入するまでの間に空白期

間がある。」と証言している。 

さらに、Ａ事業所が加入していたＦ健康保険組合は、「昭和 41 年 12 月以降に

組合員資格を喪失した者の記録を保管しているが、申立人の加入記録については

確認ができない。」と回答している。 

加えて、Ｂ事業所は、雇用保険の加入手続は各地方にある営業所ごとで行って



  

いたとしているが、申立人の申立期間における雇用保険の加入記録は確認ができ

ない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



  

静岡厚生年金 事案 1710 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年８月１日から平成６年 10月１日まで 

「厚生年金加入記録のお知らせ」で確認できるＡ事業所における申立期間の

厚生年金保険の標準報酬月額の記録は、実際に得ていた給与額と比較して低い

ことが分かったので、申立期間における標準報酬月額を、実際に得ていた給与

額に見合う標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額

を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業

主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそ

れぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額の

いずれか低い方の額を認定することとなる。 

申立人が提出した給与支払報告書、給与証明書及び給与支払明細書から、申立

期間の一部について、申立人は、オンライン記録上の標準報酬月額を超える給与

を得ていたことは確認できるものの、申立期間に係る報酬月額及び厚生年金保険

料控除額に見合う標準報酬月額のそれぞれを比べ認定される標準報酬月額は、オ

ンライン記録上の標準報酬月額と一致又は低い額であることが確認できる。 

また、Ａ事業所の元役員（元事業主の妻）は、「標準報酬月額は間違ったかも

しれないが、社会保険事務所（当時）には現在の厚生年金保険の記録どおりの届

出をしたと思うし、標準報酬月額の保険料以上の控除はしていない。」と回答し

ている。 

さらに、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録では、申立



  

人の標準報酬月額が遡及して引き下げられているなどの不自然な点は見当たらな

い。 

このほか、申立人が申立期間にその主張する標準報酬月額に相当する厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる関連資料、周辺

事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人は、申立期間においてその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 1711 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年４月から 46年 12月まで 

厚生年金保険の加入期間について年金事務所に照会を行ったところ、申立期

間について加入記録が確認できないとの回答を得た。 

しかし、Ａ事業所においてＢ業務に従事していたのは間違いないので、申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の証言から、勤務期間は特定できないものの申立人がＡ事業所に勤

務していたことはうかがえる。 

しかし、Ａ事業所は、「Ｂ業務に従事していた者は歩合制だったので、厚生年

金保険に加入していなかったと考える。厚生年金保険に加入していない者から、

保険料の控除はしない。」と回答している。 

また、申立期間当時のＡ事業所における厚生年金保険の被保険者記録が確認で

きる複数の者は、「Ｂ業務に従事していた者は歩合制だったので厚生年金保険に

加入していなかったと思う。」と証言している。 

さらに、オンライン記録から、申立人は、申立期間のうち、昭和 45 年２月か

ら国民年金に加入し、保険料を納付していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



  

静岡厚生年金 事案 1712 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年５月 29日から 14年４月１日まで 

年金事務所で、厚生年保険の標準報酬月額の記録について照会したところ、

Ａ事業所における採用時の標準報酬月額は給与額と比較して低いことが分かっ

たので、申立期間について、実際の給与額に見合う標準報酬月額に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ事業所には正社員として採用され、月曜日から土曜日まで週六

日勤務したのに、標準報酬月額は受け取った給与額と比較して低い。申立期間に

給与額が変わった記憶は無い。」と主張しているものの、給与明細書等の関連資

料を所持していないことから、申立期間に係る厚生年金保険料控除額及び報酬の

総額を確認することができない。 

また、Ａ事業所の事業主は、「申立人は嘱託社員として勤務していた。会社は

週休二日制であり、嘱託社員である申立人が土曜日に出勤することは無かった。

嘱託社員の給与はタイムレコーダーの記録を基に計算した。」と回答している。 

さらに、申立事業所における社会保険業務を委託されていた社会保険労務士事

務所の担当者は、「申立事業所における申立期間の社会保険関係記録は残ってい

ないが、嘱託社員については、会社から提供されたタイムレコーダーの記録によ

り給与計算を行い、総支給額を基に適正な報酬月額を社会保険事務所（当時）に

届け出し、標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を控除した。申立人についても

適正に処理していたと認識している。」と証言している。 

加えて、Ａ事業所に係るオンライン記録では、申立期間に申立人の標準報酬月

額が遡及して大幅に引き下げられているなどの不自然な点は見当たらない。 



  

このほか、申立人が申立期間にその主張する標準報酬月額に相当する厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる関連資料、周辺

事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人は、申立期間においてその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



  

静岡厚生年金 事案 1713 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34年４月１日から 36年１月８日まで 

             ② 昭和 36年２月１日から 37年４月１日まで 

年金事務所へ厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立期間について

は脱退手当金を支給済みであるとの回答を得た。自分は脱退手当金を受け取っ

た記憶は無いので、申立期間を年金額に反映される厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間②に係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、

脱退手当金の支給を意味する「脱」の印が押されているとともに、申立期間の脱

退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間②に係る厚生年金保険被保険

者資格喪失日から約６か月後の昭和 37 年９月 12 日に支給決定されているなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受

給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間

に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

静岡厚生年金 事案 1714 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年 11月１日から 15年１月 28日まで 

ねんきん定期便を確認したところ、Ａ事業所に勤務した期間のうち、申立期

間について、標準報酬月額が実際の給与額より引き下げられていることが分か

った。 

このため、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録により、申立人の申立期間に係るＡ事業所における厚生年金保

険の標準報酬月額は、当初、50 万円と記録されていたところ、平成 14 年９月 12

日及び同年 10 月 30 日付けで、20 万円に遡って引き下げられていることが確認で

きる。 

しかし、Ａ事業所に係る商業登記簿謄本から、申立人は、申立期間当時、当該

事業所の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、日本年金機構による「調査協力のお願い」において、申立期

間当時、Ａ事業所では社会保険料の滞納があったと回答していることが確認でき

る。 

さらに、申立人は、標準報酬月額の減額処理が行われた当時、社会保険事務所

（当時）からの呼出しに応じて同事務所に出向き、滞納保険料の処理について相

談したところ、担当職員から、自らの標準報酬月額を減額して同事業所の滞納保

険料に充当する必要がある旨の説明を受け、同意したと思うとしている。 

加えて、申立人は、「代表者印は自分が管理しており、他の者が代表印を押印

することはなかった。」としている。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する責任を

負っている代表取締役として、自らの標準報酬月額の減額処理に同意しながら、

当該標準報酬月額に係る記録訂正処理の無効を主張することは信義則上許されず、

申立期間における標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 1715 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年 12月５日から 42年 11月４日まで 

② 昭和 42年 11月 10日から 43年５月６日まで 

年金事務所で厚生年金保険の加入記録を確認したところ、申立期間について

は脱退手当金が支給済みであるとの回答を得た。しかし、脱退手当金を受給し

た記憶は無いので、申立期間を年金額に反映される厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間①及び②に係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票

には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の印が押されているとともに、申立期

間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さ

はうかがえない。 

また、申立期間②に係る事業所の同僚２名は、「申立人は、申立期間①及び②

に係る事業所の同僚であり、私たちが申立期間②に係る事業所を退職した後、申

立人を含む３名それぞれが、脱退手当金の請求手続を行い受給した記憶があ

る。」と証言しており、オンライン記録からも、当該同僚２名は、申立人の厚生

年金保険被保険者資格喪失日から約４か月後に被保険者資格を喪失し、申立人と

同時期に脱退手当金の支給決定がなされている上、そのうち１名については、申

立人と同日の支給決定日であることが確認できる。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間

に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 



  

静岡厚生年金 事案 1716 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 38年６月 15日から 44年４月１日まで 

年金事務所へ厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立期間について

は脱退手当金を支給済みであるとの回答を得た。自分は脱退手当金を受け取っ

た記憶は無いので、申立期間を年金額に反映される厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立てに係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金の

支給を意味する「脱」の印が押されているとともに、申立期間の脱退手当金は、

支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約２か月後の昭和 44 年６月６日に支給決定されているなど、一連の事務処

理に不自然さはうかがえない。 

また、申立てに係る事業所を申立人と同時期に資格喪失し、脱退手当金の支給

記録が確認できる複数の同僚は、「脱退手当金について、会社から聞いた。」、

「会社で脱退手当金の手続をしてもらった。」と証言していることを踏まえると、

申立人についても、その委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が

高いものと考えられる上、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほか

に脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間

に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 

 

 


